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K-51 経皮的冠動脈形成術用カテーテル（再狭窄抑制型）（数量） 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、130 心臓手術用カテーテル（1）経皮的冠動脈形成術用カ

テーテル（再狭窄抑制型）をステント内再狭窄（ISR）に用いた場合は、

ステント 1か所につき 1本の算定が認められる。 

 それ以上使用する場合は、必要性について理由の記載が必要。 

 

○ 取扱いの根拠 

 特定保険医療材料の算定については必要最小限度にとどめるべきであ

り、ステント内再狭窄（ISR）に経皮的冠動脈形成術用カテーテル（再狭

窄抑制型）を使用する場合は、必要最小個数であるステント 1か所につき

1本を標準とすることが妥当であると整理した。 

 


